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青色申告特別控除の見直し

1．改正の概要

（1）趣旨・背景

（2）内容

会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわ

しい記帳や申告を一層推進する観点から、青色申告特別控除について一定の見直しが行われる。

①取引を正規の簿記の原則に従って記録している場合

改正前 改正後

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情
報処理組織(e-Tax)を使用して行う場合

65万円
65万円

（改正なし）

上記に加え、以下の要件を満たす場合
　その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳
簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の保存等を行っていること
（次のいずれかに該当する場合に限る）
　イ　仕訳帳及び総勘定元帳について、一定の要件を満たす電磁的記録の保存等を行っている場合（優
良な電子帳簿）

　ロ　請求書等のデジタルデータ（電子取引データ）を一定の要件を満たして保存を行う場合（請求書

データ等との自動連携）

65万円 75万円

その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに書面で
行う場合

55万円 10万円

控除額
条件
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２．適用時期

３．影響・対応策

４．実務のポイント

②取引を簡易な簿記の方法に従って記録している場合

 改正前控除額が５5万円の個人で、書面にて所得税申告書等を提出していた場合、控除額が10万円と

なり、増税となる。

 簡易簿記により記帳していた個人で、前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万

円を超える場合、控除額が0円となり、増税となる。

正規の簿記の原則に従った記帳、e-Taxを利用した電子申告、帳簿書類等の電子保存が普及すると想定さ

れる。

２０２７（令和９）年分以後の所得税及び2028（令和10）年分以後の個人住民税について適用される。

改正前 改正後

前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円以下の場合（下記以外） 10万円 10万円

前々年分の事業所得又は不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合 10万円 0万円

条件
控除額


